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(公財)ひかり協会の行う施設入所等の取組に対する協力について（依頼）

(公財)ひかり協会の行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業については、「三者会

談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基づき、「（公財）ひかり協会の行う事業に

対する協力について（依頼）」（平成３年７月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食

品保健課長通知）により御協力をお願いしているところでありますが、介護を担って

きた者の高齢化等に伴い、障害のある在宅被害者の生活の場の確保が重要な課題とな

っております。

このため、現在、（公財）ひかり協会においては、障害のある在宅被害者の施設へ

の入所、グループホームへの入居等の希望状況の把握を進めており、その上で個々の

対象者ごとに、該当する地方自治体等に相談するなど、将来の円滑な施設入所、グル

ープホーム入居等に向けた取組を行うこととしております。

つきましては、在宅被害者等又は（公財）ひかり協会から、円滑な施設への入所、

グループホームへの入居等に向けた相談があった場合には、被害者への支援の必要性

を踏まえて、市町村等の関係行政機関と緊密な連携を図り、被害者の施設入所、グル

ープホーム入居及びそのための事前対策（相談や入所、入居等の準備）のための取組

が促進されるよう、特段の御配慮をお願いいたします。

（参考）

三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）


